
フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
河野　茂

＜平成29年10月＞
医学博士

長崎大学学長
（平成29.10～令和2.9）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）



（多文化社会学研究科　多文化社会学専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

1 専任 教授
鈴木　達治郎
<令和2年4月>

工学博士
研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

核兵器廃絶研究センター
教授

（平26.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

4 専任 教授
楊　暁安

<令和2年4月>
文学博士
（中国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平18.4)
5日

5 専任 教授
正本　忍

<令和2年4月>
博士

（社会学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平7.4)
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

8 専任 教授
井田　洋子

<令和2年4月>
法学修士

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

経済学部
教授

（平9.10）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

10 専任 教授
野上　建紀

<令和2年4月>
博士

（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平26.4)
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

12 専任 教授
前田（米澤）桂子
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平26.4)
5日

13 専任 教授
吉田　ゆり

<令和2年4月>
博士

（現代社会）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平24.4）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

16 専任 教授
針貝　綾

<令和2年4月>
博士

（芸術学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平16.6)
5日

17 専任 准教授
Guelbeyaz Abdurrahman

<令和2年4月>
博士

（人間科学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平31.2)
5日

18 専任 准教授
細田（垂水）尚美
<令和2年4月>

博士
（地域研究）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

京都大学大学院アジア・アフリカ
地域研究研究科　助教

（平28.4)
5日

別記様式第３号（その２の１）

教 員 の 氏 名 等

博士
（文学）

多文化社会学部
教授

（平25.4)
5日

博士
（学術）

多文化社会学部
教授

（平26.4)
5日

15 専任 教授
木村　直樹

<令和2年4月>

博士
（英文学）

教育学部
教授

（平26.4)
5日

14 専任
教授

（研究
科長）

首藤　明和
<令和2年4月>

博士
（文学）

多文化社会学部
教授

（平12.10)
5日

11 専任 教授
鈴木　章能

<令和2年4月>

博士
（言語学）

多文化社会学部
教授

（平2.10)
5日

9 専任 教授
葉柳　和則

<令和2年4月>

博士
（学術）
文学博士
（中国）

多文化社会学部
教授

（平26.10)
5日

7 専任 教授
西原　俊明

<令和2年4月>

博士(学術）
多文化社会学部

教授
（平25.11)

5日

6 専任 教授
王　維

<令和2年4月>

国際公共
政策博士

核兵器廃絶研究センター
教授

（平28.12)
5日

3 専任 教授
森川　裕二

<令和2年4月>

申請に係る大学等の
職務に従事する

週当たり平均日数

2 専任 教授
吉田　文彦

<令和2年4月>

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

調書
番号

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等



（多文化社会学研究科　多文化社会学専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

別記様式第３号（その２の１）

教 員 の 氏 名 等

申請に係る大学等の
職務に従事する

週当たり平均日数

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

調書
番号

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等

19 専任 准教授
才津　祐美子
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平20.4)
5日

20 専任 准教授
大平　晃久

<令和2年4月>

博士
（人間･環境

学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平24.4）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

22 専任 准教授
賽漢卓娜

<令和2年4月>
博士

（教育学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

23 専任 准教授
CUTRONE PINO
<令和2年4月>

Ph.D.
(Applied

Linguistics)
（英国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平24.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

26 専任 准教授

南　誠
（梁　雪江）
<令和2年4月>

博士
（人間・環境学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平23.10)
5日

27 専任 准教授
COMPEL RADOMIR
<令和2年4月>

博士
（国際経済法学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平25.4)
5日

28 専任 准教授
中島　ゆり

<令和2年4月>

博士（Ph.D.,
Educational
Culture,

Policy, and
Society)
（米国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

大学教育イノベーションセンター
准教授

（平27.1)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

30 専任 准教授
吉良　史明

<令和2年4月>
博士

（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平30.4)
5日

31 専任 准教授
谷川　晋一

<令和2年4月>
博士

（言語学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平28.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

33 専任 准教授
原田　走一郎
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平29.10)
5日

34 専任 准教授
森　元斎

<令和2年4月>
博士

（人間科学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

福岡大学人文学部
非常勤講師
（平29.4）

5日

35 専任 准教授
畑中　大路

<令和2年4月>
博士

（教育学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平28.4）
5日

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

博士
（社会学）

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

32 専任 准教授
小松　悟

<令和2年4月>

博士
（文学）

博士
（学術）

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

29 専任 准教授
見原（吉野）礼子
<令和2年4月>

博士
（法学）

多文化社会学部
准教授

（平29.9)
5日

25 専任 准教授
滝澤　克彦

<令和2年4月>

博士
（地域研究）

多文化社会学部
准教授

（平21.4)
5日

24 専任 准教授
東　史彦

<令和2年4月>

21 専任 准教授
波佐間　逸博
<令和2年4月>



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 人 ８人 ４人 ２人 １人 １５人

修 士 人 人 人 人 １人 人 人 １人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２人 １０人 ６人 １人 人 人 １９人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２人 １０人 １４人 ５人 ２人 １人 ３４人

修 士 人 人 人 人 １人 人 人 １人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度（以下「完成年度」という。）における状況を記載すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

助 教

４　専門職大学院の課程を修了した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

別記様式第３号（その３）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（注）

教 授

准 教 授

講 師



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授
ｽｽﾞｷ　ﾀﾂｼﾞﾛｳ
鈴木　達治郎

＜令和2年4月＞

長崎大学有期雇用職員就業規則第4条第3
項ただし書き
役員会（H31.3.5開催）にて承認

2 専 教授
吉田　文彦

＜令和2年4月＞

長崎大学有期雇用職員就業規則第4条第3
項ただし書き
役員会（H31.3.5開催）にて承認

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢 採　用　根　拠　等

（多文化社会学研究科多文化社会学専攻）



○長崎大学職員就業規則

平成１６年４月１日 

規則第４４号 

改正 平成１７年３月３１日規則第１６号 

平成１８年３月２４日規則第１０号 

平成１９年３月３０日規則第１８号 

平成２０年１月１８日規則第１号 

平成２０年３月２４日規則第１３号 

平成２１年１月２３日規則第１号 

平成２１年１１月２７日規則第３０号 

平成２２年１月２２日規則第１号 

平成２２年３月３１日規則第２２号 

平成２４年３月２９日規則第１７号 

平成２５年３月２６日規則第５号 

平成２５年３月２６日規則第６号 

平成２５年３月２６日規則第１５号 

平成２６年３月２８日規則第６号 

平成２７年２月３日規則第２号 

平成２７年３月２７日規則第１５号 

平成２８年３月３１日規則第２３号 

平成２９年３月３１日規則第１４号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 人事 

第１節 採用（第６条―第９条） 

第２節 昇任及び降任（第１０条・第１１条） 

第３節 異動（第１２条・第１３条） 

第４節 休職及び派遣（第１４条―第１８条の２） 

第５節 退職及び解雇（第１９条―第２８条） 

第３章 給与（第２９条） 

第４章 服務（第３０条―第３７条の２） 

1



第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等（第３８条―第３９条の４） 

第６章 職員研修（第４０条） 

第７章 賞罰（第４１条―第４４条） 

第８章 安全衛生（第４５条） 

第９章 旅費（第４６条） 

第１０章 福利・厚生（第４７条・第４７条の２） 

第１１章 災害補償（第４８条・第４９条） 

第１２章 退職手当（第５０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第

８９条の規定に基づき，長崎大学（以下「本学」という。）に勤務する職員の就業に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 職員 本学に勤務する船員を除くすべての者をいう。

(2) 教育職員 本学の教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。以下同じ。），助

教，助手，校長，園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭の職にある者を

いう。 

(3) 外国人研究員 本学における学術研究の推進を図ることを目的として，熱帯医学研

究所及び原爆後障害医療研究所において共同研究等に参画させるため，本学が招へいし，

契約により研究員として雇用する外国人をいう。 

(4) フルタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち，１週間の勤務時間

が３８時間４５分又は３１時間で，かつ，１日の勤務時間が７時間４５分と定められて

いる者をいう。 

(5) パートタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち，１週間の勤務時

間が３０時間を超えない範囲内で定められている者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則の規定は，本学の職員（次項に規定する職員を除く。）に適用する。 
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２ 第６条第２項の規定により期間を定めて雇用される職員，労働契約法（平成１９年法律

第１２８号）第１８条第１項に規定する期間の定めのない労働契約により雇用される職員，

第２２条の規定により再雇用される職員，外国人研究員，フルタイマー及びパートタイマ

ーの就業については，別に定める。 

（他の法令との関係） 

第４条 この規則に定めのない事項については，労基法，労働契約法その他関係法令及び諸

規程の定めるところによる。 

（本学等の責務） 

第５条 本学及び職員は，それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用の方法等） 

第６条 職員の採用は，選考によるものとする。 

２ 学長は，前項により職員を採用するに当たって本学の教育研究上又は管理運営上必要と

認める場合は，労基法第１４条の規定に基づき，労働契約により期間を定めて雇用するこ

とができる。 

（労働条件の明示） 

第７条 学長は，職員の採用に際しては，採用をしようとする者に対し，あらかじめ次に掲

げる事項を記載した文書を交付しなければならない。 

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休

暇に関する事項 

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

（採用時の提出書類） 

第８条 職員に採用された者は，次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類
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２ 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは，速やかに書面で学長に届け出なけれ

ばならない。 

（試用期間） 

第９条 新たに採用した職員には，採用の日から６月（附属学校の教諭に採用した場合にあ

っては，１年）の試用期間を設ける。ただし，国，都道府県その他関係団体の職員から引

き続き本学の職員となった者で学長が適当と認めるときは，当該期間を短縮し，又は設け

ないことがある。 

２ 試用期間中に職員として不適格と学長が認めるときは，解雇することがある。 

３ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

第２節 昇任及び降任 

（昇任の方法） 

第１０条 職員の昇任は，選考によるものとする。 

２ 前項の選考は，その職員の勤務成績等に基づいて行う。 

（降任） 

第１１条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，長崎大学人事委員会規

則（平成１６年規則第３６号）に定める人事委員会（以下「人事委員会」という。）の審

議を経た後，職員の意に反して，これを降任することができる。 

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

２ 教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。），助教及び助手（以下「大学教員」と

いう。）については，人事委員会の審議を経た後，国立大学法人長崎大学基本規則（平成

１６年規則第１号）第２８条に規定する教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という。）

の審議を経なければならない。 

第３節 異動 

（人事異動） 

第１２条 職員は，業務上の都合により配置換，兼務又は出向を命ぜられることがある。た

だし，大学教員は，教育研究評議会の審議を経なければ，その意に反して配置換又は出向

を命ぜられることはない。 

２ 前項に規定する異動を命ぜられた職員は，正当な理由がない限り拒むことができない。 

（赴任） 
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第１３条 赴任の命令を受けた職員は，その辞令を受けた日から，住居移転を伴わない赴任

にあっては即日，住居移転を伴う赴任にあっては７日以内に赴任しなければならない。た

だし，やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことについて，

新任地の上司の承認を得たときは，この限りでない。 

第４節 休職及び派遣 

（休職） 

第１４条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを休職にすること

ができる。 

(1) 心身の故障のため，長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 学校，研究所，病院その他学長が認める公共的施設において，その職員の職務に関

連があると認められる学術に関する事項の調査，研究若しくは指導に従事し，又は学長

が認める国際事情の調査等の業務に従事する場合 

(4) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立

行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって，その職員の職務に関連があ

ると認められるものに，前号に掲げる施設又は学長が当該研究に関し指定する施設にお

いて従事する場合 

(5) 研究成果活用企業の役員（監査役を除く。），顧問又は評議員（以下「役員等」と

いう。）の職を兼ねる場合において，主として当該役員等の職務に従事する必要があり，

大学の職務に従事することができない場合 

(6) 労働組合業務に専従する場合

(7) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

(8) その他特別の事由により休職にすることが適当と学長が認める場合

２ 試用期間中の職員については，前項の規定を適用しない。 

（休職の期間） 

第１５条 前条第１項第１号の規定による休職の期間は，休養を要する程度に応じ，第３号

及び第５号並びに第７号及び第８号の規定による休職の期間は，必要に応じ，いずれも３

年を超えない範囲内において，それぞれ個々の場合について，人事委員会の審議を経た後，

学長が定める。この休職の期間が３年に満たない場合においては，休職にした日から引き

続き３年を超えない範囲内において，人事委員会の審議を経た後，これを更新することが

できる。ただし，前条第１項第１号の規定による休職の期間又はこれを更新する期間を定
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める場合は，当該休職にされる職員の同意があるときは，人事委員会の審議を省略するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，校長，園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭及

び附属学校に勤務する事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期

間は，２年とする。ただし，学長が特に必要があると認めるときは，その休職の期間を３

年まで延長することができる。 

３ 第１項の規定の適用については，前条第１項第１号の規定による休職にされた職員が，

復職をした日から１年に達する日までの間に，同一の傷病又はその傷病に起因する傷病に

より再度の休職にされたときは，当該再度の休職の期間は，復職前の休職の期間に引き続

いているものとみなす。 

４ 前条第１項第２号の規定による休職の期間は，その事件が裁判所に係属する間とする。 

５ 前条第１項第４号及び第６号の規定による休職の期間は，必要に応じ，５年を超えない

範囲内において，学長が定める。この休職の期間が５年に満たない場合においては，前条

第１項第６号の規定による休職の期間を除き，休職にした日から引き続き５年を超えない

範囲内において，これを更新することができる。 

６ 前条第１項第３号及び第５号の規定による休職の期間が引き続き３年に達する際，学長

が特に必要があると認めるときは，２年を超えない範囲内において，休職の期間を更新す

ることができる。この更新した休職の期間が２年に満たない場合においては，学長は，必

要に応じ，その期間の初日から起算して２年を超えない範囲内において，再度これを更新

することができる。 

７ 前条第１項第４号の規定による休職及び前項の規定に基づく前条第１項第５号の規定

による休職の期間が引き続き５年に達する際，学長が特に必要があると認めるときは，必

要と認める期間これを更新することができる。 

（休職に関する説明書の交付） 

第１６条 職員を休職にする場合には，事由を記載した説明書を交付して行うものとする。

ただし，職員から同意書の提出があった場合には，この限りでない。 

（復職） 

第１７条 学長は，第１５条に規定する休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと

認めるときは，復職を命じる。ただし，第１４条第１項第１号の規定による休職について

は，休職の期間を満了するまでに職員が復職を願い出て，産業医が休職事由が消滅したと

認める場合に限り，復職を命じる。 
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２ 前項の場合において，学長は，原則として，休職前の職場に復帰させる。ただし，心身

の条件等を考慮し，他の職場に復帰させることがある。 

（休職中の身分及び給与） 

第１８条 休職者は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

２ 休職者は，その休職の期間中，長崎大学職員給与規程（平成１６年規程第４７号）で別

段の定めをしない限り，何らの給与も支給されない。 

（派遣） 

第１８条の２ 学長は，国際協力等の目的でわが国が加盟している国際機関，外国政府の機

関等からの要請に応じ，これらの機関の業務に従事させるため，職員を５年を超えない範

囲内において，派遣することができる。ただし，学長が必要と認めるときは，５年を超え

ることができる。 

２ 前項の規定により派遣された職員は，その派遣期間中，職員としての身分を保有するが，

職務に従事しない。 

第５節 退職及び解雇 

（退職） 

第１９条 職員は，次の各号の一に該当するときは，退職とし，職員としての身分を失う。 

(1) 辞職を願い出て，学長から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用された場合において，その期間が満了したとき。

(4) 休職期間が満了し，休職事由がなお消滅しないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職の候補者となった

とき。 

（辞職） 

第２０条 職員が辞職しようとするときは，辞職を予定する日の３０日前までに，学長に文

書をもって願い出なければならない。 

２ 職員は，辞職願を提出した場合にあっても，退職するまでは，従来の職務に従事しなけ

ればならない。 

（定年による退職） 

第２１条 職員の定年は，年齢６０年とする。ただし，次の各号に掲げる職員の定年は，当

該各号に定める年齢とする。 
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(1) 大学教員 年齢６５年

(2) 守衛，作業員及び消毒夫 年齢６３年

２ 職員は，定年に達したときは，定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職す

る。 

（定年退職者の再雇用） 

第２２条 学長は，前条の規定により退職した者（大学教員を除く。）については，１年を

超えない範囲内で任期を定め，再雇用することができる。ただし，その者が再雇用しよう

とする職に係る定年に達していないとき又は次条若しくは第２４条第１項に規定する解

雇事由に該当するときは，この限りでない。 

（当然解雇） 

第２３条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを解雇する。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

（その他の解雇） 

第２４条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，人事委員会の審議を経

た後，これを解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ，配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

２ 大学教員にあっては，前項第５号に該当する場合を除き，人事委員会の審議を経た後，

教育研究評議会の審議を経なければならない。 

（解雇制限） 

第２５条 第２３条及び前条第１項第１号から第４号までの各号の一に該当する場合にあ

っても，次の各号の一に該当する期間は，解雇しない。ただし，第１号の場合において，

療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず，労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号。以下「労災法」という。）第１８条の規定による傷病補償年金を受ける

場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間

(2) 産前産後の女性の職員が長崎大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程（平
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成１６年規程第４２号）第２６条第６号及び第７号の規定による休暇を取得している期

間及びその後３０日間 

２ 学長は，前条第１項第１号から第４号までの各号の一に該当する者を解雇しようとする

場合にあっても，その解雇が客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認め

られない場合は，これを解雇してはならない。 

（解雇予告） 

第２６条 学長は，第２３条及び第２４条の規定により職員を解雇する場合は，少なくとも

３０日前に本人に予告をするか，又は平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。

ただし，試用期間中の職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除く。）を解雇する

場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は，この限りでない。 

（退職者の守秘義務） 

第２７条 退職者（解雇された者を含む。以下同じ。）は，在職中に知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。 

（退職証明書） 

第２８条 学長は，退職者が退職証明書の交付を請求した場合は，遅滞なくこれを交付する。 

２ 前項の証明書に記載する事項は，次のとおりとする。 

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由（解雇の場合は，その理由）

３ 前項の証明書には，退職者が請求した事項のみを記載するものとする。 

第３章 給与 

（給与） 

第２９条 職員の給与の決定，計算，支払方法等については，長崎大学職員給与規程（平成

１６年規程第４７号）の定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学教員（助手を除く。）でその給与を年俸制とする者の給

与の決定，支給等は別に定める。 

第４章 服務 

（誠実義務） 

第３０条 職員は，学長の指示命令を守り，職務上の責任を自覚し，誠実かつ公正に職務を
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遂行するよう努めなければならない。 

２ 職員は，本学の産学連携活動等において利益相反及び責務相反の行為を行ってはならな

い。 

（職務専念義務） 

第３１条 職員は，この規則又は関係法令の定める場合を除いては，その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い，本学がなすべき責を有する職務にのみ

従事しなければならない。 

（職務専念義務の免除期間） 

第３２条 職員は，次の各号の一に該当する期間，職務専念義務を免除される。 

(1) 勤務時間内にレクリエーションに参加することを承認された期間

(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号。以下「均等法」という。）第１２条の規定に基づき，勤務時間内に健

康診査を受けることを承認された期間 

(4) 均等法第１３条の規定に基づき，通勤緩和により勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と学長が認める期間

（職場規律） 

第３３条 職員は，上司の職務上の指示に従い，職場の秩序を保持し，互いに協力してその

職務を遂行しなければならない。 

（遵守事項） 

第３４条 職員は，次の事項を守らなければならない。 

(1) 職務の内外を問わず，本学の信用を傷つけ，又は職員全体の不名誉となるような行

為をしてはならない。 

(2) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を他に漏らしてはならない。

(3) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。 

(4) 本学の敷地及び施設内（以下「本学内」という。）で，喧騒行為その他の秩序又は

風紀を乱す行為をしてはならない。 

(5) 学長の許可なく，本学内で，職務に関係のない放送，宣伝，集会又は文書画の配布，

回覧若しくは掲示の行為等（電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含み，労働組合

法（昭和２４年法律第１７４号）により正当な行為として認められるものを除く。）を
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してはならない。 

(6) 学長の許可なく，本学内で営利を目的とする金品の貸借，物品の売買等を行っては

ならない。 

（職員の倫理） 

第３５条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項

については，長崎大学職員倫理規程（平成１６年規程第４６号）の定めるところによる。 

（ハラスメントの防止に関する責務）

第３６条 職員は，学長の定める指針及び長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する

規則（平成１６年規則第３７号）に従い，ハラスメントをしてはならない。 

（兼業の制限） 

第３７条 職員は，学長の許可を受けた場合でなければ，事業を営み，又は他の業務に従事

してはならない。 

２ 職員の兼業の許可手続等については，長崎大学職員兼業規程（平成１６年規程第４５号）

の定めるところによる。 

（出張） 

第３７条の２ 職員は，業務上必要がある場合は，出張を命ぜられることがある。 

２ 前項の出張を命ぜられた職員は，当該出張を終えたときは，所定の様式により，速やか

に当該出張を命じた者に届け出なければならない。 

第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等 

（勤務時間等） 

第３８条 職員の勤務時間，休日，休暇等については，長崎大学職員の勤務時間，休日，休

暇等に関する規程（平成１６年規程第４２号）の定めるところによる。 

（育児休業） 

第３９条 職員のうち３歳に満たない子の養育を必要とする者は，学長に申し出て育児休業

の適用を受けることができる。 

２ 育児休業期間が終了したときは，当該育児休業に係る職員は，育児休業前の職に復帰す

るものとする。 

３ 育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

４ 育児休業をしている期間については，給与を支給しない。 

５ 育児休業の対象者，手続等については，長崎大学職員の育児休業等に関する規程（平成

１６年規程第４３号）の定めるところによる。 
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（自己啓発等休業） 

第３９条の２ 学長は，職員としての在職期間が２年以上である職員が大学等における修学，

学術に関する調査若しくは研究又は国際貢献活動のための休業（以下「自己啓発等休業」

という。）を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超え

ない範囲内の期間に限り，当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。 

２ 前項の職員には，自己啓発等休業から職務復帰後５年以上本学に在職することが見込ま

れない者は含まない。 

３ 自己啓発等休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

４ 自己啓発等休業をしている期間については，給与を支給しない。 

（大学院修学休業） 

第３９条の３ 学長は，教育学部附属学校の主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭が大学

院の課程等に在学してその課程を履修するための休業（以下「大学院修学休業」という。）

を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超えない範囲内

の期間に限り，当該職員が大学院修学休業をすることを承認することができる。 

２ 大学院修学休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

３ 大学院修学休業をしている期間については，給与を支給しない。 

（配偶者同行休業） 

第３９条の４ 学長は，職員（試用期間中の者を除く。）が外国で勤務等をする配偶者と生

活を共にすることを可能とする休業（以下「配偶者同行休業」という。）を請求した場合

において，業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超えない範囲内の期間に限り，

当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。 

２ 配偶者同行休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

３ 配偶者同行休業をしている期間については，給与を支給しない。 

第６章 職員研修 

（職員研修） 

第４０条 職員は，業務上必要がある場合は，研修を命ぜられることがある。 

２ 職員は，本務に支障のない場合において，学長の承認を受けて，勤務場所を離れて研修

を行うことができる。 

第７章 賞罰 

（表彰） 

第４１条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを表彰する。 
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(1) 永年にわたり本学等に勤務し，かつ，その勤務成績が良好な場合

(2) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他学長が必要と認める場合

２ 前項の規定による表彰については，長崎大学表彰規程（平成１６年規程第５０号）の定

めるところによる。 

（懲戒） 

第４２条 職員の懲戒処分については，長崎大学職員懲戒規程（平成１６年規程第４４号）

の定めるところによる。 

（訓告等） 

第４３条 前条の懲戒処分のほか，服務を厳正にし，規律を保持する必要があるときは，訓

告又は厳重注意を行う。 

（損害賠償） 

第４４条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は，前２条に規定する

懲戒処分又は訓告等を行うほか，その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。 

第８章 安全衛生 

（安全衛生管理） 

第４５条 職員は，安全，衛生及び健康確保について，労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）その他関係法令のほか，学長の指示を守るとともに，本学が行う安全，衛生及び

健康確保に関する措置に協力しなければならない。 

２ 学長は，職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。 

３ 職員の安全衛生管理に関する具体的措置については，長崎大学安全衛生管理規則（平成

１６年規則第３８号）の定めるところによる。 

第９章 旅費 

（旅費） 

第４６条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については，長崎大学旅費規程（平

成２４年規程第６号）の定めるところによる。 

第１０章 福利・厚生 

（宿舎利用基準） 

第４７条 職員の宿舎の利用については，長崎大学職員宿舎管理規程（平成１６年規程第８

８号）の定めるところによる。 

（保育園利用基準） 
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第４７条の２ 職員の保育園の利用については，長崎大学文教おもやい保育園規程（平成２

９年規程第２号）及び長崎大学病院あじさい保育園規程（平成２１年病院規程第１８号）

の定めるところによる。 

第１１章 災害補償 

（業務上の災害補償） 

第４８条 職員の業務上の災害補償については，労災法及び長崎大学職員災害補償規程（平

成１６年規程第１４９号）の定めるところによる。 

（通勤途上の災害補償） 

第４９条 職員の通勤途上における災害補償については，労災法及び長崎大学職員災害補償

規程（平成１６年規程第１４９号）の定めるところによる。 

第１２章 退職手当 

（退職手当） 

第５０条 職員の退職手当については，長崎大学職員退職手当規程（平成１６年規程第４８

号）の定めるところによる。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１６号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日規則第１０号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１８号）抄 

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月１８日規則第１号） 

この規則は，平成２０年１月１８日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日規則第１３号） 

この規則は，平成２０年３月２４日から施行する。ただし，第２条第５号及び第３条第２

項の改正規定は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１月２３日規則第１号） 

この規則は，平成２１年２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１１月２７日規則第３０号） 

この規則は，平成２１年１２月１日から施行する。 
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附 則（平成２２年１月２２日規則第１号） 

この規則は，平成２２年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２２号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日規則第１７号）抄 

１ この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に長崎大学職員就業規則第１４条第１項第１号の規定に該当するも

のとしてなされた休職の期間の取扱いについては，なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第５号）抄 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第６号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第１５号）抄 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日規則第６号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月３日規則第２号） 

この規則は，平成２７年２月３日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１５号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２３号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第１４号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 
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○長崎大学有期雇用職員就業規則

平成１７年３月３１日 

規則第２１号 

改正 平成１８年３月２４日規則第１２号 

平成２０年３月２７日規則第１９号 

平成２１年９月２５日規則第２７号 

平成２３年３月２９日規則第１８号 

平成２５年３月２６日規則第９号 

平成２６年３月２８日規則第９号 

平成３０年３月３０日規則第１７号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 人事（第３条―第１４条） 

第３章 給与（第１５条） 

第４章 雑則（第１６条―第１８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長崎大学職員就業規則（平成１６年規則第４４号。以下「職員就業規

則」という。）第３条第２項の規定に基づき，職員就業規則第６条第２項の規定により長

崎大学（以下「本学」という。）に期間を定めて雇用される職員（以下「有期雇用職員」

という。）の就業に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ この規則に定めのない事項については，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労

基法」という。），労働契約法（平成１９年法律第１２８号。以下「労働契約法」という。），

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律（平成２０年法律第６３号）その他関係法令及び諸規程の定めるところ

による。 

（本学等の責務） 

第２条 本学及び有期雇用職員は，それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

（採用の方法） 
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第３条 有期雇用職員の採用は，選考によるものとする。 

（労働契約の期間等） 

第４条 労働契約の期間は，労基法第１４条の規定に基づき，５年の範囲内で個々の有期雇

用職員ごとに定める。 

２ 労働契約は，更新することができる。ただし，第１１条及び第１２条に規定する場合の

ほか，その業務を必要としなくなったときは，労働契約を更新しない。 

３ 前２項に定めるもののほか，職員就業規則第２１条第１項に規定する定年年齢に相当す

る年齢に達した者については，当該日以降に到来する最初の３月３１日を超えて，労働契

約を締結し，又は更新することができない。ただし，学長が特に必要と認めた場合は，こ

の限りでない。 

（労働条件の明示） 

第５条 学長は，有期雇用職員の採用に際しては，採用をしようとする者に対し，あらかじ

め次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。 

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休

暇に関する事項 

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

（採用時の提出書類） 

第６条 有期雇用職員に採用された者は，次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類

２ 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは，速やかに書面で学長に届け出なけれ

ばならない。 

（試用期間） 

第７条 新たに採用した有期雇用職員には，採用の日から６月の試用期間を設ける。ただし，

学長が適当と認めるときは，当該期間を短縮し，又は設けないことがある。 

２ 試用期間中に有期雇用職員として不適格と学長が認めるときは，解雇することがある。 
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３ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

（赴任） 

第８条 赴任の命令を受けた有期雇用職員は，その辞令を受けた日から，住居移転を伴わな

い赴任にあっては即日，住居移転を伴う赴任にあっては７日以内に赴任しなければならな

い。ただし，やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことにつ

いて，新任地の上司の承認を得たときは，この限りでない。 

（退職） 

第９条 有期雇用職員は，次の各号の一に該当するときは，退職とし，有期雇用職員として

の身分を失う。 

(1) 労働契約の期間が満了したとき。

(2) 退職を願い出て，学長から承認されたとき。

(3) 休職期間が満了し，休職事由がなお消滅しないとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職の候補者となった

とき。 

（退職手続） 

第１０条 有期雇用職員は，自己の都合により退職しようとするときは，退職を予定する日

の３０日前までに，学長に文書をもって願い出なければならない。 

２ 有期雇用職員は，退職願を提出した場合にあっても，退職するまでは，従来の職務に従

事しなければならない。 

（当然解雇） 

第１１条 学長は，有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを解雇す

る。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

（その他の解雇） 

第１２条 学長は，有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては，人事委員会の

審議を経た後，これを解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合
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(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ，配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(6) 外部資金の受入終了，プロジェクト事業等の業務完了等のため，業務を終了せざる

を得ない場合 

（解雇制限） 

第１３条 第１１条並びに前条第１号から第４号まで及び第６号の各号の一に該当する場

合にあっても，次の各号の一に該当する期間は，解雇しない。ただし，第１号の場合にお

いて，療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず，労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号。以下「労災法」という。）第１８条の規定による傷病補償年金を

受ける場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間

(2) 産前産後の女性の有期雇用職員が長崎大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する

規程（平成１６年規程第４２号）第２６条第６号及び第７号の規定による休暇を取得し

ている期間及びその後３０日間 

２ 学長は，前条第１号から第４号まで及び第６号の各号の一に該当する者を解雇しようと

する場合にあっても，その解雇が客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると

認められないときは，これを解雇してはならない。 

（解雇予告） 

第１４条 学長は，第１１条及び第１２条の規定により有期雇用職員を解雇する場合は，少

なくとも３０日前に本人に予告をするか，又は平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を

支払う。ただし，試用期間中の有期雇用職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除

く。）を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は，この限りでない。 

第３章 給与 

（給与） 

第１５条 有期雇用職員の給与の決定，計算，支払方法等（次項において「給与決定等」と

いう。）については，長崎大学職員給与規程（平成１６年規程第４７号。次項において「給

与規程」という。）の定めるところによる。 

２ 有期雇用職員の給与決定等について職務内容等を考慮し給与規程の規定によることが

できないと認められる場合には，前項の規定にかかわらず，学長が認めるところにより，

その者の給与決定等をすることができる。 

第４章 雑則 
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（職員就業規則の規定の準用） 

第１６条 職員就業規則第１４条から第１８条まで，第２７条，第２８条及び第３０条から

第４９条までの規定（第４１条第１項第１号の規定を除く。）は，有期雇用職員について

準用する。 

２ 職員就業規則第５０条の規定は，有期雇用職員のうち次に掲げる者（年俸制対象者その

他の前条第２項の規定により給与が決定される者で当該給与に退職手当相当額が含まれ

るものを除く。）について準用する。 

(1) 長崎大学における教育職員のテニュア・トラック制に関する規程（平成２１年規程

第４３号）に定めるテニュア・トラック教員 

(2) 長崎大学病院診療助教取扱規程（平成２１年規程第４５号）に定める診療助教

３ 職員就業規則第１８条の２の規定は，有期雇用職員のうち学長が別に定める者について

準用する。 

（無期労働契約の締結の申込み） 

第１７条 労働契約法第１８条第１項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込

みは，労働契約の期間の満了日の３０日前までに行うものとする。 

（補則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか，必要な事項については，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日規則第１２号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第１９号） 

この規則は，平成２０年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２１年９月２５日規則第２７号） 

この規則は，平成２１年９月２５日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日規則第１８号） 

この規則は，平成２３年３月２９日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第９号） 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に締結している有期

労働契約の契約期間が施行日の前日以後に満了する有期雇用職員については，改正後の第
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４条第２項ただし書の規定にかかわらず，当該満了日の翌日を同項の当初の採用日とみな

して同項の規定を適用する。 

附 則（平成２６年３月２８日規則第９号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第１７号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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